
Ⅰ 上水道事業

■水源及び浄水施設■

○給水区域図

上水道事業では、4か所の浄水場で
水をつくっています。
このほか企業団でつくった水も買っ
て利用しています。

かずさ水道広域企業団かずさ水道広域連合企業団

地図の色で

かずさ水道広域連合企業団

かずさ水道広域連合企業団
かずさ水道広域連合企業団

別々につくられた水が、給水場で 1 つに
集められ各家庭に配られます。
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　上水道事業では水源を利根川水系及び県内河川である
養老川水系の河川・湖沼水と、北千葉広域水道企業団（利
根川水系）及びかずさ水道広域連合企業団（小櫃川水系）
からの受水としています。利根川水系への依存度は北千葉
広域水道企業団からの受水を含め約９割となっています。
　浄水場には、利根川及び印旛沼を水源とする柏井浄水
場、利根川を水源とする北総浄水場、江戸川を水源とする
ちば野菊の里浄水場及び養老川水系の高滝ダムを水源と

する福増浄水場があります。
　なお、柏井浄水場、福増浄水場及びちば野菊の里浄水
場ではオゾンと粒状活性炭を併用した高度浄水処理を
行っています。
　この他に受水施設として、北千葉広域水道企業団から
受水する沼南給水場と、かずさ水道広域連合企業団から
受水する姉崎分場があります。

栗山給水場
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Ⅰ 上水道事業

■上水道事業の現状・課題■

東京湾北部地震における想定震度分布

近い将来発生が懸念される東京湾北部地震において、
上水道事業の給水区域では、最大で震度６強の強い揺
れが想定されています。また、湾岸埋立地域では液状
化現象による地盤変異の恐れがあります。

２ 上水道事業運営

6強
6弱
5強
5弱
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県営水道の給水区域

想定震度

　近年、上水道事業を取り巻く社会情勢や経営環境は大
きく変化しております。
　給水人口については、これまで増加傾向にありました
が、将来的には減少に転ずると予想されており、給水収
益の増加が望めない状況にあります。
　一方、水道施設の老朽化は今後急速に進んでいくこと
から、安定給水の確保のため、計画的に更新を行う必要
があります。加えて、東日本大震災の教訓から、近い将
来に発生が懸念される地震等に備え、更新と併せて引き
続き耐震化を推進する必要があります。
　また、渇水や水質事故の発生によ
り、安定水源の確保と高度浄水処理の
重要性が認識されているほか、近年、
地震や台風に代表される自然災害は激
甚化の様相を見せており、危機管理対
策の更なる充実を図る必要がありま
す。
　お客様サービスの面では、今後、よ
り一層、お客様に県営水道の利用の御
満足をいただくため、ＩＣＴを積極的
に導入して、各種手続き等の利便性の
向上を進めていくことが必要です。ま
た、運営基盤の面では、ベテラン職員
の退職に伴う積極的な新規採用を行っ
ており、若手職員が増加する中で、人
材の育成と技術の継承がますます重要
となっています。さらに、施設の更新
及び耐震化に多額の費用が掛かり、今
後もこの傾向は続くと見込まれるた
め、厳しい経営状況となることが予想
されることから、計画的な事業運営に
より、健全経営を確保していく必要が
あります。

東日本大震災での給水車による応急給水
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Ⅰ 上水道事業

■長期施設整備方針及び■水道事業中期経営計画

ちば野菊の里浄水場（第２期）施設整備事業
老朽化した栗山浄水場（左図）の機能を、ちば野菊の里浄水場（右図）に移転するとともに高度浄水処理を導入しました。
（令和6年3月稼働）

水質検査の様子
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　このような課題に対処し、水道施設の確実かつ継続的
な更新・整備を進めるため、30年間の施設整備の基本的
な考え方を示した「千葉県営水道事業長期施設整備方針」
を策定しました。この方針では、将来の水道施設の再構築
を視野に入れ、重要度、老朽度及び耐震化の必要性等を考
慮しつつ、局独自で施設毎に設定した目標使用年数に基づ
き、水道施設の更新・整備を計画的に実施していくことと
しています。
　この方針に基づく更新・整備について5年間分の具体的
な取組を盛り込んだのが、令和３年３月に策定した、当局
の水道事業経営に関する基本計画であり、水道事業を運
営する上での実施計画ともなる「千葉県営水道事業中期
経営計画」です。
　この計画は、平成18年度から５年ごとに策定している中
期経営計画の推進により得られた成果を引き継ぎ、さらに
発展させていくことを目的としています。具体的には、水
道事業を運営する上での目指す方向性として、基本理念
「いつでも、安全でおいしい水を安定して供給し、お客様
が安心し、信頼を寄せる水道」を設定し、この基本理念の
実現に向けて、３つの基本目標「『強靭』な水道の構築」
「『安全』な水の供給」「お客様からの『信頼』の確保」を
掲げ、必要な施策や取組を体系化しています。
　「『強靭』な水道の構築」では、激甚化・多様化する災害
に備え、水道施設の計画的な更新・災害対策と危機管理体

制の強化を進めます。
　「『安全』な水の供給」では、水源水質に対応した的確
な浄水処理により、安全でおいしい水の供給に取り組み
ます。
　「お客様からの『信頼』の確保」では、お客様からの理
解のもと、地球環境にも配慮し、将来を見据えた健全な
事業運営を行います。
　この計画に基づき、健全経営の確保に取り組みつつ、
地震や台風などの自然災害の経験を踏まえた危機管理
の充実を図るなど、いつでも安全でおいしい水をお届け
することで、お客様からのさらなる信頼を得られるように
努めてまいります。
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Ⅰ 上水道事業

■長期施設整備方針及び■　 水道事業中期経営計画 　

ちば野菊の里浄水場（第２期）施設整備事業
老朽化した栗山浄水場（白枠）の機能を、ちば野菊の里浄水場（黄枠）に移転するとともに高度浄水処理を導入します。
（令和5年度稼働予定）

水質検査の様子

　このような課題に対処し、水道施設の確実かつ継続的
な更新・整備を進めるため、30年間の施設整備の基本的
な考え方を示した「千葉県営水道事業長期施設整備方針」
を策定しました。この方針では、将来の水道施設の再構築
を視野に入れ、重要度、老朽度及び耐震化の必要性等を考
慮しつつ、局独自で施設毎に設定した目標使用年数に基づ
き、水道施設の更新・整備を計画的に実施していくことと
しています。
　この方針に基づく更新・整備について5年間分の具体
的な取組を盛り込んだのが、令和３年３月に策定した、当
局の水道事業経営に関する基本計画であり、水道事業を
運営する上での実施計画ともなる「千葉県営水道事業中
期経営計画」です。
　この計画は、平成18年度から５年ごとに策定している
中期経営計画の推進により得られた成果を引き継ぎ、さ
らに発展させていくことを目的としています。具体的に
は、水道事業を運営する上での目指す方向性として、基
本理念「いつでも、安全でおいしい水を安定して供給し、
お客様が安心し、信頼を寄せる水道」を設定し、この基本
理念の実現に向けて、３つの基本目標「『強靭』な水道の
構築」「『安全』な水の供給」「お客様からの『信頼』の確
保」を掲げ、必要な施策や取組を体系化しています。
　「『強靭』な水道の構築」では、激甚化・多様化する災
害に備え、水道施設の計画的な更新・災害対策と危機管

理体制の強化を進めます。
　「『安全』な水の供給」では、水源水質に対応した的確
な浄水処理により、安全でおいしい水の供給に取り組み
ます。
　「お客様からの『信頼』の確保」では、お客様からの理
解のもと、地球環境にも配慮し、将来を見据えた健全な
事業運営を行います。
　この計画に基づき、健全経営の確保に取り組みつつ、
地震や台風などの自然災害の経験を踏まえるとともに、
新型コロナウイルス感染症に対する危機管理の充実を図
るなど、いつでも安全でおいしい水をお届けすることで、
お客様からのさらなる信頼を得られるように努めてまい
ります。

Ⅰ 上水道事業

基本目標１　「強靭」な水道の構築

（１）安定給水の確保
浄・給水場等や管路の更新・整備

（２）災害に強い施設整備の推進
浄・給水場等や管路の耐震化の推進、
停電・浸水対策等の強化

（３）危機管理体制の充実
緊急時に備えた体制の充実等

基本目標２　「安全」な水の供給

（４）安全で安心な水づくり
水源の監視・保全、高度浄水処理の導入等

（５）おいしい水の供給
おいしい水の技術的な取組、
おいしい水のお客様との取組

基本目標３　お客様からの「信頼」の確保

（６）お客様サービスの向上
支払い方法の多様化や手続き等の
オンライン化等

（７）大規模事業体の責務と社会貢献
環境負荷の低減に向けた取組等

（８）運営基盤の強化
職員の育成・確保及び能力開発、
健全経営の推進等

管路の整備

太陽光発電設備（ちば野菊の里浄水場）

オゾン処理の様子
においやトリハロメタンなどの原因となる有機物をオゾンの
酸化力で分解し、その後の活性炭処理で除去します。

「千葉県営水道事業中期経営計画」
（令和３～７年度）の基本目標と主要施策
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